
京 都 大 学 に お け る 全 学 の 図 書 館 機 能 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後

（前 略）
（機構長） （機構長）

第５条 機構に、機構長を置く。 第５条 機構に、機構長を置く。
２ 機構長は、本学の専任教授のうちから第７条に ２ 機構長は、本学の専任教授のうちから第１４条

定める京都大学図書館協議会の議に基づき、総長 に定める京都大学図書館機構長候補者推薦委員会
が任命する。 が推薦する候補者のうちから、総長が指名する。

３ 機構長は附属図書館長を兼ねる。 ３ （同 左）
４ 機構長の任期は、３年とし、再任を妨げない。 ４ 機構長の任期は、２年の範囲内で総長が定める。

ただし、指名する総長の任期の終期を超えること
はできない。

５ 機構長は再任されることがある。
５ 機構長は、機構の所務を掌理する。 ６ （同 左）

（副機構長） （副機構長）
第６条 機構に、副機構長を置く。 第６条 機構に、副機構長を置く。
２ 副機構長は、本学の専任教授のうちから機構長 ２ 副機構長は、本学の専任教授のうちから機構長

が指名し、総長が委嘱する。 が指名し、総長が委嘱する。
３ 副機構長の任期は、３年とし、再任を妨げない。 ３ 副機構長の任期は、２年とし、再任を妨げない。

ただし、指名する機構長の任期の終期を超えるこ ただし、指名する機構長の任期の終期を超えるこ
とはできない。 とはできない。

４ （略） ４
（図書館協議会） （図書館協議会）

第７条 機構に、次の各号に掲げる事項について審 第７条
議するため、京都大学図書館協議会（以下「協議
会」という。）を置く。 （同 左）
(1) (1)
(2) （略） (2)
(3) (3)
(4) (4)

２ 前項に規定するもののほか、協議会は、機構長
候補者の選考に関する事項を審議する。
（中 略）

（図書館機構長候補者推薦委員会）
第１４条 機構に、機構長の候補者を選出し、総長
に推薦するため、京都大学図書館機構長候補者推
薦委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２ 前項により推薦する候補者の数は、３名を標準
とする。

第１５条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織
する。
(1) 総長が指名する理事 ２名
(2) 図書館協議員 ３名

２ 前項２号の委員は、機構長が委嘱する。
３ 前項に定めるもののほか、委員会の運営その他
必要な事項は、協議会が定める。

（その他） （その他）
第１４条 この規程に定めるもののほか、協議会の 第１６条

運営その他必要な事項は、協議会が定める。
（機構に関する事務） （機構に関する事務）

第１５条 機構に関する事務は、附属図書館事務部 第１７条
において行う。
（内部組織に関する委任） （内部組織に関する委任）

（同 左）
第１６条 この規程に定めるもののほか、機構の内 第１８条

部組織については、機構長が定める。
（雑則） （雑則）

第１７条 この規程に定めるもののほか、機構に関 第１９条
し必要な事項は、協議会の議を経て機構長が定め
る。

附 則
１ この規程は、平成２２年１２月２１日から施行
する。

２ この規程施行の際現に機構長又は副機構長の職
にある者は、この規程により総長が委嘱した者と
みなし、平成２３年３月３１日まで引き続きその
職にあるものとする。


